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告 示■

◎群馬県告示第１８４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中部県民局前橋土木事務

所において一般の縦覧に供する。

平成２４年５月８日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 藤岡大胡線 前橋市富田町１２００番の６地先から 前 ８．６～１７．３ ９９０．０
同市茂木町７９９番の１地先まで

後 １５．４～２４．６ ９９５．０

◎群馬県告示第１８５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県西部県民局安中土木事務

所において一般の縦覧に供する。

平成２４年５月８日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 一本木平小井 安中市上後閑字長源寺２８６０番の４ 前 ５．５～２２．０ １０４．７
戸安中線 地先から同市同字柿平２６７７番の２

地先まで 後 １０．７～２５．８ １０４．７

安中市上後閑字岩ノ上１０８４番の１ 前 ６．９～１６．１ １０５１．３
地先から同市同字平六５７３番の１地
先まで 後 １２．１～２２．２ １０５１．３

◎群馬県告示第１８６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県西部県民局安中土木事務

所において一般の縦覧に供する。

平成２４年５月８日

群馬県知事 大 澤 正 明
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道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

県道 一本木平小井 安中市上後閑字長源寺２８６０番の４地先から同市同字柿 平成２４年５月８日
戸安中線 平２６７７番の２地先まで

安中市上後閑字岩ノ上１０８４番の１地先から同市同字平
六５７３番の１地先まで

◎群馬県告示第１８７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県吾妻県民局中之条土木事

務所において一般の縦覧に供する。

平成２４年５月８日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

県道 林岩下線 吾妻郡東吾妻町大字三島字三島山６６４９番の２地先から 平成２４年５月１１日
同郡同町大字同字武田井６５９９番の１地先まで 午後１時

◎群馬県告示第１８８号

河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法に

ついて協議が成立したので、次のとおり告示する。

その関係図面は、群馬県県土整備部河川課及び群馬県中部県民局前橋土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成２４年５月８日

群馬県知事 大 澤 正 明

管理を行う者
の氏名及び住

一級河川 河川管理 河 川 管 理
所（法人にあ

管 理 の 管理協定
の 名 称 施設の名称 施設の位置

っては、その 管 理 の 内 容
期 間 締結の日

名称及び住所
並びに代表者
の氏名）

滝川 右岸堤防 右岸 道路管理者 (1) 道路専用施設（路面（路盤まで 平成２４年 平成２３年
前橋市川曲 前橋市長 の部分を含む。）、路肩、道路の ３月３０日 ３月１０日
町２６３－ 高木政夫 附属物その他の専ら道路の管理上 から道路の
１０番地か 前橋市大手町 必要な施設又は工作物をいう。以 占用の存続
ら同市同４ 二丁目１２番 下同じ。）の新設（道路の附属物 する日まで
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７７－３番 １号 に係るものに限る。）、改築、維
地まで 持及び修繕

(2) 路肩に接する法面で当該路肩か
ら法長１ｍまでの範囲にあるもの
についての維持

(3) 原則として道路専用施設に係る
災害復旧

◎群馬県告示第１８９号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、平成

２４年４月１日から適用する。

平成２４年５月８日

群馬県知事 大 澤 正 明

「財団法人同愛会 前橋市昭和町三丁目３９―１５（群馬大学医学部附属病院内）」を「一般財団法人同愛会

前橋市昭和町三丁目３９―１５（群馬大学医学部附属病院内）」に、「社団法人群馬県畜産協会 前橋市亀里町１

３１０（群馬県農協ビル６階）」を「公益社団法人群馬県畜産協会 前橋市亀里町１３１０（群馬県農協ビル６

階）」に、「社団法人群馬県警備業協会 前橋市江田町８０―６」を「一般社団法人 群馬県警備業協会 前橋市

江田町８０―６」に、「社団法人群馬県エルピ―ガス協会 前橋市大渡町一丁目１０―７（群馬県公社総合ビル

内）」を「一般社団法人群馬県ＬＰガス協会 前橋市大渡町一丁目１０―７（群馬県公社総合ビル内）」に、「社

団法人群馬県計量協会 前橋市下大島町８１―１３（計量検定所内）」を「一般社団法人群馬県計量協会 前橋市

下大島町８１―１３（計量検定所内）」に改める。

◎群馬県告示第１９０号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、平成

２４年４月２０日から適用する。

平成２４年５月８日

群馬県知事 大 澤 正 明

「社団法人
「社団法人群馬県建設業協会伊勢崎支部 伊勢崎市上植木本町２７３１―４（伊勢崎建設会館）」を

伊勢崎土

群馬県建設業協会伊勢崎支部 伊勢崎市上植木本町２７３１―４（伊勢崎建設会館）
に改める。

木建築業協同組合 伊勢崎市上植木本町２７３１―４（伊勢崎建設会館） 」

公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、次のとおり土地改良区役員の退任の

届出があった。

平成２４年５月８日

群馬県知事 大 澤 正 明
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理 事

土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

伊与久南部 理 事 退 任 櫻井良衛 伊勢崎市境伊与久９９番地

同 同 宮崎善三郎 同 同 ６１６番地２

同 同 宮嵜卓郎 同 同 ７３３番地

同 同 新井榮一 同 同 ６４１番地２

同 同 宮崎宏 同 同 甲６７３番地

同 同 村岡一明 同 同 ５１０番地

同 同 宮崎高見 同 同 ７３４番地１

同 同 新井勲 同 同 ６２９番地１

同 同 宮崎敬治 同 同 ７２２番地

同 同 大谷愛治 同 同 ７８７番地３

同 同 深町正信 同 同 ８４９番地１

同 同 深町精一 同 同 ８５２番地１

同 同 星野勝司 同 同 ９４８番地

同 同 塩谷衛 同 同 ７０２番地

同 同 星野一郎 同 同 ９５５番地

同 同 櫻井宏衛 同 同 １０５番地

同 同 新井啓司 同 境上武士２７８番地３

同 同 栗原英一 同 同 ３５６番地

同 同 森村國雄 同 同 ３５１番地

同 同 永井一 同 同 ３５５番地２

同 同 石原惣一郎 同 境下武士１５２９番地１

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第６８条第４項において準用する同法第１８条第１６項の規定により、

次のとおり清算法人伊与久南部土地改良区清算人の就任の届出があった。

平成２４年５月８日

群馬県知事 大 澤 正 明
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清算人
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

伊与久南部 清算人 新 任 櫻井良衛 伊勢崎市境伊与久９９番地

同 同 宮崎善三郎 同 同 ６１６番地２

同 同 宮嵜卓郎 同 同 ７３３番地

同 同 新井榮一 同 同 ６４１番地２

同 同 宮崎宏 同 同 甲６７３番地

同 同 村岡一明 同 同 ５１０番地

同 同 宮崎高見 同 同 ７３４番地１

同 同 新井勲 同 同 ６２９番地１

同 同 宮崎敬治 同 同 ７２２番地

同 同 大谷愛治 同 同 ７８７番地３

同 同 深町正信 同 同 ８４９番地１

同 同 深町精一 同 同 ８５２番地１

同 同 星野勝司 同 同 ９４８番地

同 同 塩谷衛 同 同 ７０２番地

同 同 星野一郎 同 同 ９５５番地

同 同 櫻井宏衛 同 同 １０５番地

同 同 新井啓司 同 境上武士２７８番地３

同 同 栗原英一 同 同 ３５６番地

同 同 森村國雄 同 同 ３５１番地

同 同 永井一 同 同 ３５５番地２

同 同 石原惣一郎 同 境下武士１５２９番地１
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